
防火管理者講習防火管理者講習を受講受講しましょう

防犯対防犯対策策を見直しましょう！

防火管理とは
火災の発生を未然に防ぎ、火災が発生した場合その被害を最小限にと
どめるため、必要な対策を事前に計画し実行することです。
「自らの生命、身体、財産は自らが守る」これが防火管理の原則です。

市の犯罪発生状況市の犯罪発生状況
市内の刑法犯認知件数の推移（平成27年～令和7年）

消防法施行令により、次の建物には防火管理者の選
任が必要です。
●老人ホーム、障害児入所施設などの建物で、従業員、
利用者が合計で 10人を超えるもの

●  病院、百貨店、飲食店などの建物で、従業員、利用者
が合計で30人を超えるもの

●  共同住宅、事務所、工場などで勤務または居住する人
数が50人を超えるもの

■問い合わせ　くらし安心課（内線370）

■問い合わせ
予防課

（420-2125）

と　き 6月18日（木）、19日（金）、午前10時～午後4時
ところ  消防本部（大字新曽1875番地の1）
対象・定員  市内在住・在勤者、32人
受講料  一般：4,500円（戸田市防火安全協会員：4,000円）
申　込   5月18日（月）～22日（金）午前9時～午後4時30分に受講料、

写真2枚（35ｍｍ×25ｍｍ）を消防本部5階予防課まで持参で
※電話、Web申し込み不可。申込順

防火管理者になるために必要な講習です。新しく防火管理者になる
予定のある方は、受講をお願いします。

甲種防火管理新規講習を実施します

　 防火管理者が必要な建物とは 

●消防計画の作成　
●消防訓練の実施　
●消防用設備などの維持管理　
●火気の使用・取り扱いに関する監督　
●避難・防火上必要な施設の維持管理　
●災害発生時の避難誘導　
●収容人員の管理　　など

　 防火管理者の仕事 

2001年9月に東京都新宿区で発生した雑居ビル火災では、避難経路
が塞がれていて避難できないなど、適切な防火管理ができていなかっ
たため、44人の尊い命が奪われてしまいました。
日頃の点検や管理を怠ると、逃げ遅れや被害の拡大につながる恐れが
あります。
防火管理者として火災を未然に防ぎ、被害を最小限に抑えましょう。

　 防火管理ができていないと 

特殊詐欺や自宅の強盗事件が増加しています特殊詐欺や自宅の強盗事件が増加しています
特殊詐欺や自宅を狙った強盗事件などが全国的に多発してい
ることを受け、「闇バイト判別クイズ」や「戸田市住まいの防
犯対策補助事業」、「戸田市自動通話録音装置貸出事業」など
の防犯対策を実施しています。ぜひご活用ください。

防犯対策・
貸出事業

闇バイト
判別クイズ

防犯情報などの情報発信防犯情報などの情報発信
いいとだメールやLINEで、特殊詐欺の発生状況や不
審者・防犯対策情報などを随時配信しています。詳し
くはQRコードからご覧ください。

いいとだ
メール LINE
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市内の犯罪発生率は平成14年まで県内ワースト1位とい
う厳しい状況でしたが、市民の皆さんの防犯活動などに
より、犯罪件数は大幅に減少しました。
しかし、コロナ禍明けに伴い、再び増加傾向に転じています。
令和7年の刑法犯認知件数は1,143件となり、前年より
109件増加しました。

市内の犯罪の約3割が自転車盗で、被害の約6割が鍵をか
けていない状態で発生しています。短時間の駐輪でも必
ず鍵をかけ、「ツーロック（二重鍵）」を徹底しましょう。

市内で多発する市内で多発する「自転車盗」「自転車盗」に注意！に注意！
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